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維持管理業務委託契約書 

 
１ 業 務 名 佐野市立城東中学校区小中一貫校整備事業における維持管理業務 

２ 業 務 場 所 栃木県佐野市金屋下町 10 番地 

３ 業 務 期 間令和 12 年４月１日から令和 27 年３月 31 日まで 

４ 委託金額金 ●●●●円也 

（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額金●●●●円也） 

※ただし、上記金額に、物価変動による増減額を加算した額とし、その方

法と内訳金額は別紙３（業務への対価）及び別紙５（委託料の改定方

法）に定めるところによる。 

５ 契約保証金 第４条（契約の保証）のとおり 

 

上の業務について、佐野市（以下「市」という。）と事業者のうち【維持管理企業名】、

【維持管理企業名】及び【維持管理企業名】で構成される維持管理共同企業体 1【共同企業名】

（以下、単に「事業者」という。）は、各々の対等な立場における合意に基づき、次の条項

によって公正な委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。ま

た、事業者は、別添の共同企業体協定書により契約書記載の業務を共同連帯して履行す

るものとする。 

代表企業は、この契約に係る維持管理業務に関し、事業者を代表してその権限を行うことを名

義上明らかにした上で、市及び監督官庁等と折衝する権限並びに委託料を請求し、受領する権限

を有するものとする。 

 

この契約の証として本書２通を作成し、各当事者記名押印の上、双方各１通を保有する。 

 

令和９年●月●日 

 

市 ： 佐野市高砂町１番地佐野市 

市長 金 子 裕 

 

 

事業者 ： 【 共同企業体名称 】 

（代表企業） 

[住所] 

[企業名] 

[代表者] 
  

 
1 維持管理企業が1社である場合、当該箇所を含め、適宜契約書における記載を調整します。 
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（構成企業） 

[住所] 

[企業名] 

[代表者] 

 

（構成企業） 

[住所] 

[企業名] 

[代表者] 
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維持管理業務委託契約書  約款 

 
（用語の定義） 

第１条 この契約書における用語の定義は、特にこの契約書で定義されている用語を除き、

基本契約書 別紙「用語の定義」のとおりとする。 

 

（総則） 

第２条 市及び事業者は、この契約及び約款（以下、単に「この契約」という。）に基づ

き、基本契約及び募集提案関連書類に従い、自己の費用及び責任で、本施設を所定の

機能及び性能が正常に発揮される状態に維持し、利用者等が本施設を安全、快適に

利用できるサービスの質及び水準を保持することを目的として、維持管理業務（以下

「本業務」という。）を履行しなければならない。 

２ 市は事業者に対し、事業者による前項の履行を確認するため、第 14 条（モニタリン

グ）に定めるモニタリングを行うものとする。 

３ この契約、基本契約及び募集提案関連書類の各書類との間に齟齬がある場合、基本

契約、この契約、募集要項等に対する質問及び回答書、募集要項、要求水準書、提

案書類、その他の募集提案関連書類の順にその解釈が優先する。ただし、提案書類

の内容が要求水準書で示された水準を超えている場合には、当該部分については、

提案書類が要求水準書に優先する。 

４ 事業者は、この契約、基本契約及び募集提案関連書類に基づき、別紙１（提出書類）

記載の維持管理業務仕様書を作成する。作成にあたり、本業務開始の４か月前から市

及び本校と協議を開始し、本業務開始の１か月前までに市及び本校へ提出の上、市の

承諾を得なければならない。事業者は、市と協議し、市の承諾を得た上で維持管理

業務仕様書の内容を変更することができるものとする。 

５ この契約に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答、申入れ

及び解除（以下「指示等」という。）は、書面により行わなければならない。ただし、

緊急やむを得ない事情がある場合には、市及び事業者は、当該指示等を口頭で行う

ことができる。この場合において、市及び事業者は、既に行った指示等を書面に記載

し、７日以内にこれを相手方に交付するものとする。 

６ この契約の履行に関して市と事業者との間で用いる言語は、日本語とする。 

７ この契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。 

８ この契約の履行に関して市と事業者との間で用いる計量単位は、この契約に特別の

定めがある場合を除き、計量法（平成４年法律第 51 号）に定めるものとする。 

９ この契約における期間の定めについては、民法（明治 29 年法律第 89 号）及び商法（明

治 32 年法律第 48 号）の定めるところによるものとする。 

10 市及び事業者は、この契約の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議

の内容を書面に記録するものとする。 
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（維持管理業務計画書） 

第３条 事業者は、募集提案関連書類及び維持管理業務仕様書に従い、別紙１に定める維

持管理業務計画書を、毎年、実施事業年度の前年度の２月末日までに市及び本校に提出

し、市の承諾を得なければならない。ただし、初年度については各施設を市へ引渡す予

定日の１か月前までに提出するものとする。 

２ 前項の維持管理業務計画書は、関係法令並びに関係技術基準等を充足しなければなら

ない。 

 

（契約の保証） 

第４条 事業者は、この契約の保証として、本業務開始日までに、次の各号のいずれかに

掲げる保証を付さなければならない。この場合において、付された保証が第３号又は第

４号のいずれかのときにあっては、事業者が別途定める保証又は履行保証保険契約を締

結した後若しくは本業務の事業者をして別途定める保証又は履行保証保険契約を締結し

た後、直ちにその保証証券を市に寄託しなければならない。 

（１）契約保証金の納付 

（２）契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 

（３）本業務に係る債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行又は市が確

実と認める金融機関等の保証 

（４）本業務に係る債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約の締結 

２ 前項の保証に係る契約保証金の額は、本業務の各事業年度の委託料の金額（消費税等

相当額を含む）の 10 分の１以上としなければならない。 

３ 第１項の規定により、事業者が同項第２号又は第３号に掲げる保証を付したときは、

当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第４号に掲げ

る保証保険契約を締結したときは、契約保証金の納付を免除するものとする。 

４ 契約金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の本業務の各事業年度の委託料

の金額（消費税等相当額を含む）の 10 分の１に達するまで、市は、当該保証の額の増額

を請求することができ、事業者は、保証の額の減額を請求することができるものと

する。ただし、保証の額の変更に伴う経費は事業者が負担するものとする。 

５ 契約保証金は、本業務の事業期間終了後速やかに還付するものとする。なお、利息等

の付与は行わない。 

 

（権利義務の譲渡等） 

第５条 事業者は、事前に市の承諾がある場合を除き、この契約上の地位及び権利義務を

第三者に譲渡又は担保に供するその他の処分をしてはならない。ただし、法令等に反し

ない範囲で、事業者が本事業に要する資金を調達するために金融機関等に対して担保権

を設定する場合は、市は、不合理に承諾を留保し、拒絶し、又は遅延してはならない。 

２ 事業者は、事前の市の承諾がある場合を除き、事業者の所有する設備、機器等を譲渡

し、又はこれに担保権を設定してはならない。ただし、法令等に反しない範囲で、事業
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者が本事業に要する資金を調達するために金融機関等に対して担保権を設定する場合、

市は、不合理に書面による承諾を留保し、拒絶し、又は遅延してはならない。 

 

（第三者への委託） 

第６条 事業者は、事前の市の承諾を得た上で、本業務の全部又は一部を第三者に委託す

ることができる。 

２  事業者は、前項の規定に基づく委託を行う場合、当該委託の内容（委託先企業名、住

所、委託する業務内容の詳細）が確認できる契約書の写しを市に速やかに提出しなけれ

ばならない。 

３  事業者は、第１項の規定に基づく事業者の使用について、全ての責任を負わなければ

ならない。 

４  第１項の規定による委託に係る第三者の責めに帰すべき事由は、事業者の責めに帰す

べき事由とみなす。 

 

（総括責任者等） 

第７条 事業者は、本業務を統括する総括責任者並びに各業務における業務責任者及び業

務担当者を定め、その氏名及び経歴を明示した履歴書並びに名簿等を含む実施体制

を、維持管理業務計画書と併せて市へ毎年度提出する。 

２ 市は、前項の規定による報告を受けたときは、事業者の業務実施体制を確認し、事業

者は、その確認に協力するものとする。市は、当該確認の結果、事業者により維持

管理業務仕様書及び維持管理業務計画書に従った業務実施体制が整備されていない

場合、事業者に対しその是正を求めることができるものとする。 

 

（業務担当者） 

第８条 事業者は、各業務における業務担当者を配置し、募集提案関連書類の定めるとこ

ろにより、その氏名その他必要な事項を市に通知しなければならない。これらの者

を変更したときも、同様とする。 

２ 前項の業務担当者は、法令等により必要な場合は、適切な資格を有するものを配置す

るものとする。 

 

（許認可及び届出等） 

第９条 事業者は、維持管理業務計画書に記載のスケジュールに従い、第３項の規定によ

る場合を除き、本業務を実施するために必要となる一切の許認可の取得及び届出、その

他の手続きを、自己の責任及び費用において行わなければならない。 

２ 市は、事業者が市に対して協力を求めた場合、前項に定める事業者の許認可の取得及

び届出のために必要な協力を行うものとする。 

３ 市が本業務に関連して許認可の取得又は届出等、手続を行う必要がある場合であって、

市が事業者に対して協力を求めた場合、事業者は、市による許認可の取得及び届出等に
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必要な資料の提出等について協力するものとする。 

４  事業者は、市が請求したときには、直ちに許認可等に関する書類の写しを市に提出す

るものとする。 

 

（業務報告書） 

第 10 条 事業者は、募集提案関連書類に基づき、本業務期間中、毎月５営業日目までに当

該月の前月の業務に係る業務報告書（第２項に規定する事故等が発生し、又は苦情、要

望等があった場合の顛末書を含む。以下「月次報告書」という。）を市及び本校に提出

しなければならない。この場合、必要に応じて各種記録、図面、法定の各種届出、許認

可証、設備管理台帳等を添付するものとする。 

２  事業者は、本業務期間中、本業務に関して緊急の対応が必要な事故、事件等のトラブ

ルが発生した場合、又は利用者等からの苦情、要望等があった場合には、速やかに当該

事故等の内容、それに対する対応策及び当該事故等に関する状況を記載した業務報告書

（以下「随時報告書」という。）を市に提出しなければならない。 

３  事業者は、本業務期間中、毎事業年度の業務年報（以下「年次報告書」という。）を

作成し、毎事業年度の最終日から起算して５営業日目までに市及び本校に提出しなけれ

ばならない。 

４ 事業者は、本業務期間中、募集提案関連書類との整合確認結果報告書（以下「要求水

準等確認報告書」という。）を３月、６月、９月及び 12 月末日を締切とし、翌月７営業

日目までに市に提出しなければならない。 

５ 前項までの書類の控えは、本業務期間中、事業者により保管を行うものとし、市の求

めに応じて速やかに提出できるように管理するものとする。 

 

（維持管理業務開始の遅延） 

第 11 条 市及び事業者は、本業務の開始が、予定日よりも遅延した場合、次の各号に掲

げる区分に応じ当該各号に定めるところにより責任を負うものとする。 

（１）市の責めに帰すべき事由による場合、遅延日数に応じて、事業者が実際に負担した追

加的経費の額から事業者が出費を免れた経費の額を控除して得られる金額及び当該額

に係る消費税等相当額の合計額を市が事業者に対して支払うこと。 

（２）事業者の責めに帰すべき事由による場合、本業務期間の初年度の委託料の年額につい

て、遅延日数に応じて、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和

24 年法律第 256 号）第８条第１項の規定に基づき財務大臣が決定した率（以下「支払遅延

防止法の率」という。）による金額を日割り計算した遅延損害金を事業者が市に対して

支払うこと。ただし、市が被った合理的な範囲の損害のうち、遅延損害金により回復

されない部分があるときは、市は、事業者に対して、当該部分について損害賠償の請

求を行うことができるものとする。 

（３）不可抗力又は法令変更等による場合、遅延日数に応じて、事業者が実際に負担した追

加的経費の額から事業者が出費を免れた経費の額を控除して得られる金額及び当該額



7  

に係る消費税等相当額の合計額を市が事業者に対して支払うこと。 

２ 市が事業者に対し本業務開始に係る遅延期間につき支払うべき金額は、前項に規定す

る金額に限られ、別途委託料の支払いは行わないものとする。 

 

（維持管理業務に伴う近隣対応及び対策） 

第 12 条 事業者は、本業務に関して必要な近隣対応及び対策を自己の費用及び責任で実

施しなければならない。 

２ 市は、事業者からの要請がある場合、前項に規定する事業者による近隣対応及び対

策に対し必要な協力を行うものとする。 

 

（本施設の修繕） 

第 13 条 事業者は、本業務期間中、募集提案関連書類に基づき、本施設の予防保全に努

めるとともに、本施設の修繕を行うものとする。 

２ 事業者は、本業務期間中において、事業者が提案した長期修繕計画に基づき、市と協

議の上、市が必要と判断したものについて、長期修繕計画に定める修繕費の範囲内

で修繕を行うものとする。 

３ 事業者は、前項の他、要求水準書に基づき、経常修繕を行うものとする。 

４ 事業者は、必要に応じ、本条に規定する設備更新及び改良を完成図書に反映し、かつ、

使用した設計図書等を市に提出しなければならない。 

 

（モニタリング） 

第 14 条 市は、自己の費用で本業務の状況を確認し、事業者による本業務が募集提案関

連書類及び維持管理業務仕様書（以下「要求サービス水準」という。）に適合している

かを確認するために、次のとおりモニタリングを実施する。ただし、事業者に発生

する費用は、事業者が負担するものとする。 

（１）定期モニタリング 

市が、事業者から提出される月次報告書及び年次報告書（以下、「通常報告書

等」という。）並びに要求水準確認書を確認するほか、現地巡回、業務監視、事業

者への説明要求等により業務遂行状況を把握し、通常報告書等の記載事項の事実

の検証を行う。 

（２）随時モニタリング 

市が必要と認めたときに事業者に提出を求める随時報告書を確認するほか、

前号と同様の内容のモニタリングを随時行う。 

２ 市は、前項のモニタリングの実施の際に、事業者に事前に通知することにより、本業

務の状況について、説明及び立会いを要求することができるものとし、事業者は、

市からのその要求に対し最大限協力するものとする。 

３ 市は、第１項に規定するモニタリングの結果に基づき、事業者による業務の実施状況

の良否を判断し、この判断結果を通常報告書等又は随時報告書を受領した日から起

算して 10 営業日目までに事業者に通知するものとする。 
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４ 市は、第１項のモニタリングの結果、事業者による業務の実施状況について、本施設

の全部若しくは一部が本来有すべき機能にて利用できない状況にあると認められる

場合又は要求サービス水準に適合していないと認められる場合には、事業者に対し

別紙４（モニタリング及びペナルティの考え方）に基づき、ペナルティを課すことがで

きるものとする。 

 

（業務内容の変更等） 

第 15条 市及び事業者は、市が事業者に対して本業務の内容の変更を請求した場合、協議により当

該変更の当否を決定するものとする。この場合において、当該協議が不調に終わったときは、市

が、当該変更の当否を決定するものとし、事業者は、これに従わなければならない。 

２ 市及び事業者は、事業者が不可抗力、法令変更等又は事業者の責めに帰すことのできない事由

により、市に対して本業務の内容の変更を請求した場合、協議により当該変更の当否を決定する

ものとする。この場合において、当該協議が不調に終わったときは、市が、当該変更の当否を決

定するものとし、事業者は、これに従わなければならない。 

３ 前二項に規定する業務内容の変更により業務に係る費用が増減する場合、市及び事業者は、協

議により合理的な範囲内で当該費用の増減分及び当該額に係る消費税等相当額の合計額を委託料

から変更することができるものとする。この場合において、当該協議が不調に終わり、市の責め

に帰すべき事由による業務内容の変更に起因して本業務に係る費用が増加するときは、市は当該

増加費用及び当該額に係る消費税等相当額の合計額を負担するものとし、減少するときは委託料

の減額を行ったうえで、当該減少のために事業者に生じた合理的な損害を市は負担する（但

し、事業者に生じた逸失利益の賠償は行わない）。事業者の責めに帰すべき事由により

本業務に関して事業者に生じた増加費用又は損害は事業者が負担し、不可抗力又は法令

変更等により生じた当該増加費用又は損害の負担は、第 19 条（不可抗力による損害）又

は第 20 条（法令変更への対応）の定めに従うものとする。 

 

（維持管理業務の一時中止） 

第 16条 市は、必要があると認める場合、事業者に対し本業務の全部又は一部を一時中止させるこ

とができる。 

２ 前項の場合において、市が、必要があると認めるときは、本業務の内容を変更することができ

る。市は、事業者の責めに帰すべき事由による場合を除き、本業務の一時中止に伴う増加費用及

び事業者に生じた損害額並びに当該額に係る消費税等相当額の合計額を負担するものとする。但

し、不可抗力又は法令変更により生じた当該増加費用又は損害の負担は、第 19 条（不可抗力に

よる損害）又は第 20 条（法令変更への対応）の定めに従うものとする。 

 

（維持管理業務により第三者等に及ぼした損害） 

第 17条 事業者は、本業務に関し、事業者の責めに帰すべき事由により、市又は第三者に損害を与

えた場合、市又は第三者が被った損害を賠償するものとする。 
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（維持管理業務に係る保険） 

第 18条 事業者は、前条に定める損害賠償に係る事業者の負担に備えるため、本業務期間中、別紙

２（維持管理業務期間中の保険）のうち、本業務期間中の第三者賠償責任保険又はこれに相当す

る保険に加入する等、自己の費用で適切な損害賠償保険に加入しなければならない。 

２ 第６条（第三者への委託）第１項の規定により本業務を第三者に委託する場合は、事業者が当

該委託に係る第三者をして適切な損害賠償保険に加入させ、又は当該第三者を当該保険に加入さ

せなければならない。 

３ 事業者は、前二項に規定する保険に係る契約書及び保険証書の写しを当該保険の契約締結後、

速やかに市に提出しなければならない。 

４ 事業者は、第１項に係る保険金請求権について、本事業のために融資を行う銀行その他の金融

機関（以下「金融機関等」という。）のために、事前に市の承諾を得た上で質権等の担保権を設

定する場合を除き、担保権を設定してはならない。 

 

（不可抗力による損害） 

第 19条 事業者は、不可抗力により、この契約に従った業務の全部若しくは一部の履行ができなく

なったとき若しくは履行ができなくなると予想されるとき又は費用が増加したとき若しくは費用

が増加すると予想されるときは、速やかに、その内容及び理由を市に通知しなければならない。

市及び事業者は、不可抗力により履行できなくなった義務を免れるものとする。この場合におい

て、市又は事業者は、相手方に生じる損害を最小限に抑えるよう努力しなければならない。 

２ 市は、前項の規定による通知を受領したときは、直ちに調査を行い、当該通知の内容が事実と

合致しているか否かについて確認した上で、当該状況に対応するために、速やかにこの契約及び

設計図書等の変更並びに修繕及び必要な追加費用等の負担（以下「対応策等」という。）につい

て、事業者と協議するものとする。 

３ 前項の協議にかかわらず、協議を開始した日から 14日以内に対応策等についての合意が成立し

ない場合には、市は、対応策等を決定して事業者に通知するものとし、事業者は、これに従わな

ければならない。 

４  前項により市が決定した対応策等の費用負担は次の各号のとおりとする。 

（１）当該費用について第三者による損害賠償、保険填補又は政府による支援等により填

補されなかった費用のうち、別紙３（業務への対価）に記載する各事業年度の「維持

管理費」に相当する金額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額の 100 分の１相

当額に至るまでの費用は、事業者が負担するものとし、残額を市の負担とするこ

と。この場合において、同一事業年度内に数回にわたる負担が必要となったときに

は、事業者は、当該費用について第三者による損害賠償、保険又は政府による支援

等により填補されなかった費用の当該事業年度の累計額のうち、別紙３（業務への

対価）に記載する当該事業年度の委託料に相当する金額及び当該額に係る消費税等相

当額の合計額の 100 分の１相当額に至るまでの費用を負担すること。 

（２）前号の規定にかかわらず、事業者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより当
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該費用が発生した場合及び事業者が付保義務のある保険の購入又は維持を怠ったこ

とにより当該費用が保険により填補されない場合は、当該費用全額を事業者が負担

しなければならない。 

５ 市及び事業者は協力して、第２項による対応策等が決定されるまでの間、不可抗力による本事

業への影響を早期に除去し、損害を最小限に抑えるよう、適切な対応を行わなければならない。 

 

（法令変更への対応） 

第 20条 市又は事業者は、この契約の締結後に法令等変更により、この契約に従った業務の全部若

しくは一部の履行ができなくなったとき若しくは履行ができなくなると予想されるとき又は費用

が増加したとき若しくは費用が増加すると予想されるときは、速やかに、その内容及び理由を相

手方に通知（以下本条及び次条（法令変更を受けての協議）において「履行不能通知」という。）

し、当該債務が法令変更により履行不能であるとの相手方の確認を得るものとする。当該履行不

能通知を受けた相手方は、速やかに確認結果を通知（以下本条において「履行不能確認通知」と

いう。）するものとする。 

２ 前項の履行不能通知を行った者は、通知を発した日以降、この契約等に基づく義務を履行する

ことが法令等に違反する限度においてこの契約等に基づく履行期日における履行義務を免れ、同

時に当該義務に対応する委託料支払請求権も消滅するものとする。ただし、市及び事業者は、法

令変更により相手方に発生する追加費用及び損害を最小限にするよう努力しなければならない。 

３ 事業者が法令変更により業務の一部を実施できなかった場合又は法令変更により業務の一部を

実施する必要がなくなった場合、市は事業者が当該業務を実施できなかったこと等により免れた

費用について、当該業務への委託料から減額することができる。 

 

（法令変更を受けての協議） 

第 21条 市又は事業者は、前条の規定による履行不能通知を受けた場合は、当該法令変更に対応す

るために、速やかにこの契約等の変更並びに追加費用及び損害の負担を含む対応方法について協

議するものとする。かかる協議にもかかわらず、変更された法令等の公布日から 30 日以内に合

意が成立しない場合は、市が法令変更に対する対応方法を事業者に対して通知し、事業者はこれ

に従い本事業を継続するものとする。この場合に事業者に生じた合理的な範囲の追加費用及び損

害の負担割合は、次によるものとする。 

（１）本事業に直接関わる法制度の新設、変更等（許認可・公的支援制度の新設、変更及

び消費税制度の変更等を含む。）で事業者の費用に影響があるものは市が 100％ 

（２）前号に該当しない営利法人一般に適用される税制その他の法令等の変更は事業者が

100％ 

２ 前項の規定にもかかわらず、この契約の締結後における法令変更により、市が本事業の継続が

困難と判断した場合（法令変更によりこの契約等の履行のために多大な費用を要すると判断した

場合を含む。）、市は、事業者に対して書面により通知した上でこの契約を解除することができ

る。この場合、事業者に生じた合理的な範囲の追加費用及び損害の負担割合は、前項各号による

ものとする。 
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（委託料の支払い） 

第 22条 市は、事業者がこの契約に従い提供するサービスを市が購入する対価として、別紙３（業

務への対価）に記載する「委託料の支払方法」に従い、事業者に対して委託料を支払うものとす

る。 

２ 市による委託料の構成、支払金額、支払スケジュール及び支払方法は、別紙３（業務への対価）

に記載する「委託料の支払方法」に定めるとおりとする。 

 

（委託料の変更） 

第 23条 委託料の改定方法は、別紙５（委託料の改定方法）のとおりとする。 

 

（委託料の減額） 

第 24 条 市は、事業者が提供するサービスが、第 14 条（モニタリング）第１項に規定す

る本業務に対するモニタリングの結果、要求サービス水準に適合しない業務（以下

「不適合業務」という。）として認められ、市から事業者に対して改善勧告がなされ

たにもかかわらず、改善のために相当な期間経過後も改善がなされなかった場合に

は、別紙４（モニタリング及びペナルティの考え方）に基づき、本業務に係る該当

する業務の委託料を減額することができるものとする。 

 

（委託料の返還） 

第 25 条 市は、事業者から提出された通常報告書等又は市への支払請求書等に虚偽の記

載があること、若しくはモニタリングに際して事業者の行う説明の重要な点におい

て真実との不一致があること（以下「不実等」という。）が判明した場合には、当該不

実等がなければ市が本来支払う必要のない本業務の委託料の相当額について、委託

料の支払いを行わないものとする。 

２ 事業者は、前項の不実等により受領した過払いの委託料の相当額又は不実等がなけれ

ば事業者が減額し得た委託料の相当額に、当該不実等が行われた日からの日数に応

じて、支払遅延防止法の率による金額を日割り計算した遅延損害金を付して市に返

還しなければならない。 

 

（市によるこの契約の終了） 

第 26 条 市は、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当する場合、事業者に対し書面で

通知することにより、別紙４（モニタリング及びペナルティの考え方）に基づき、こ

の契約を解除することができるものとする。 

（１）事業者が提供するサービスが、第 14 条（モニタリング）第 1 項に規定する本業務に

対するモニタリングの結果、第 24 条（委託料の減額）に規定する不適合業務として認

められ、別紙４（モニタリング及びペナルティの考え方）に基づき、市から事業者に

対して改善勧告がなされたにもかかわらず、改善のために相当な期間経過後も改善

がなされず、かつ、当該不適合な状態により本事業の目的の達成が不可能であると
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認められたとき。 

（２）事業者が提供するサービスが、第 14 条（モニタリング）第 1 項に規定する本業務に

対するモニタリングの結果、事業者の責めに帰すべき事由により、連続して 30 日以

上又は１年間のうち 100 日以上、要求サービス水準を満たしていないと認められる状

況が存在したとき。 

２ 市は、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当する場合、事業者に通知することによ

り、この契約を解除して終了させることができるものとする。 

（１）本施設が利用できない等、事業者による本事業の放棄と認められる状況が、７日以

上継続したとき。 

（２）事業者が、破産、会社更生、民事再生、特別清算及び今後制定される倒産に関する

法律に基づく手続その他これらに類する法的倒産手続について、事業者の取締役会

等でその申立てを決議したとき又は事業者の取締役等を含む第三者によってその申

立てがなされたとき。 

（３）事業者が支払不能又は支払停止となったとき。 

（４）事業者が故意又は過失により、通常報告書等及び随時報告書、財務書類、請求書等

に著しい虚偽記載を行ったとき。 

（５）事業者の責めに帰すべき事由により、この契約の履行が困難になったとき。 

（６）前各号に定めるほか、事業者がこの契約に違反し、事業者の責めに帰すべき事由に

より、本事業の目的の達成が不可能であると認められたとき。 

３ この契約が、前二項の規定により解除され終了した場合は、市及び事業者は、この契

約終了の時期の区分に応じて、次の各号に掲げる処理に従うものとする。 

（１）事業者は、市に対し、本業務の当該事業年度の委託料の 12 分の３に相当する金額の

違約金を支払うこと。なお、当該違約金の支払いは、市の事業者に対する損害賠償

請求を妨げるものではない。 

（２）事業者は、本施設に設置された事業者が所有する機器等について、市が買い取るも

のを除き、自己の費用で速やかに撤去すること。この場合において、市による買い

取りの対象となる機器等について、修繕が必要であると認められるときは、事業者

は、当該修繕に必要な手配を行い、当該修繕費用及び当該額に係る消費税等相当額

の合計額を別途負担すること。 

 

（契約期間） 

第 27 条 この契約の有効期間は、この契約締結日から令和 27 年３月 31 日までとする。た

だし、事業期間終了日経過時において未履行である市又は事業者のこの契約上の義

務及びそれに起因して事業期間終了日の経過後に発生した義務は、その履行が完了

するまで法的拘束力を有するものとする。 

 

（期間満了時の取扱い） 

第 28 条 事業者は、この契約終了に当たり、市が継続的に維持管理業務を行うことがで
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きるように、本業務に係る必要事項を市に説明し、事業者が使用した本業務に関す

る操作要領、申し送り事項その他の関係資料を市に提供する等、本業務の引き継ぎ

に必要な協力を行わなければならない。 

 

（秘密保持） 

第 29 条 市及び事業者は、互いに本事業に関して知り得た相手方の秘密及び事業者が本

事業の実施を通じて知り得た情報を第三者に漏らしてはならず、かつ、この契約の

履行以外の目的に使用してはならない。ただし、市及び事業者が認めた場合、若し

くは市又は事業者が、法令等又は監督官庁からの要請に基づき開示する場合は、こ

の限りでない。 

 

（準拠法） 

第 30条 この契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。 

 

（管轄裁判所） 

第 31 条 この契約に起因する紛争に関する訴訟については、宇都宮地方裁判所を第一審の

専属的合意管轄裁判所とする。 

 

（定めのない事項） 

第 32 条 この契約に定めのない事項及びこの契約の解釈に関して疑義が生じた場合には、市及び事

業者が誠実に協議の上、これを決定するものとする。 

 

（特約条項－追加用地） 

第 33 条 市が本事業の事業期間において追加用地を取得した場合、市及び事業者は、その

活用方法について協議する。 

２ 事業者は、前項の協議に基づく市の指示に基づき、本事業の一部として、追加用地の維

持管理（ただし、次条（特約条項－こどもクラブの整備）に基づき追加用地にこどもクラ

ブを整備する場合におけるこどもクラブの部分に係る維持管理を除く。）を行うものとす

る。 

３ 市が追加用地の全部又は一部を取得できなかった場合、この契約に基づく対価に追加用地

に係る各業務の対価が含まれていることに鑑み、この契約に基づく委託料の額から、市が取

得できなかった追加用地に係る維持管理の対価の金額を減額する。その詳細については、事

業者との協議に基づき、市が合理的に決定する。 

 

（特約条項－こどもクラブの整備） 

第 34 条 市及び事業者は、市が、本事業とは別の事業として、令和●年●月末日までに、

事業予定地及び追加用地（市が追加用地を取得した場合に限る。以下この条において同

じ。）におけるこどもクラブの整備を予定していることを確認する。 
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２ 追加用地においてこどもクラブを整備する場合、市及び事業者は、設計施工共同企業体に

おいてこどもクラブの整備のために整地等をした用地の利用方法その他必要となる事項につ

いて協議する。 

３ 事業者は、前項の協議に基づく市の指示に基づき、本業務の一部として、事業予定地に

おける整地部分に係る維持管理等を行うものとする。 

 

（特約条項－修繕費による市負担部分への充当） 

第 35 条 事業者は、事業期間中において市が負担すべき施設の損害に対する修繕業務につ

いては、委託料とは別に支払う修繕費をもって充当するものとし、その詳細については要

求水準書において定める。 

 

（本頁以下余白） 
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別紙１ 提出書類 

 

１ 本業務着手前（年度初め含む） 

書類名 内容 提出時期 

維持管理業務仕様書 

業 務 範 囲 、 実 施 内 容 、 実 施 方 法

並 び に 市 及 び 本 校 に よ る 履 行 確

認手続等 

４か月前から協議開始の上、本業

務開始の１ヶ月前まで 

長期修繕（保全）計画

書 

建 築 物 、 建 築 設 備 及 び 外 構 に つ

いて、要求性能及び機能を保ち、かつ劣

化 に 伴 う 機 能 低 下 を 防 止 す る た

めに必要な経常修繕及び計画修繕 

劣化状況等を踏まえ毎年度更新 

初年度：本業務開始の１ヶ

月前まで 

以降：実施事業年度の前年

度の２月末日まで 

維持管理業務計画書 

実 施 体 制 、 実 施 工 程 、 具 体 的 な

取組み、その他必要な項目 

提案事項があれば協議の上、翌  

年度計画書に反映 

初年度：本施設引渡し日の

１ヶ月前まで 

以降：実施事業年度の前年  

度の２月末日まで 

 

２ 本業務期間中 

書類名 内容 提出時期 

月次報告書 事故や苦情対応等含む業務報告 翌月５営業日目まで 

年次報告書 
月 次 ・ 随 時 を ま と め 、 業 務 実 施

結果を分析及び評価 
年度末締翌月５営業日目まで 

随時報告書 緊急対応等の報告 随時 

要求水準等 

確認報告書 
募集提案関連書類との整合確認 

３月、６月、９月及び12月末日

締、翌月７営業日目まで 

提案書 
業務の実施結果の分析及び評価  

を基にした各種提案 
随時 

※修繕又は更新を行った場合は、変更を反映した設計図及び完成図等の書面を提出すること 

 

３ 本業務終了時 

・建物及び建物設備に係る操作要領他、市が管理する上で必要となる各種資料 
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別紙２ 維持管理業務期間中の保険 

 

事業者は、本業務期間中、下記に記載する保険に加入する、又は維持管理業務の受

託者に加入させなければならない。 

 

１ 維持管理業務契約履行保証保険 

主な担保リスク：維持管理業務受託者の契約不履行に基づく契約解除違約金 

保 険 契 約 者：事業者 

被 保 険 者：市 

 

２ 維持管理業務業者賠償責任保険 

主な担保リスク：施設の維持管理業務の遂行に起因して発生した第三者賠償責任損害

及び訴訟費用等管理財物に対する賠償も担保 

保 険 契 約 者：事業者 

被 保 険 者：事業者 

 

 

※保険名称は一般的な名称であり、保険会社によって異なる名称となることもある。 

※上記以外の保険については、事業者の提案により、市と協議の上、決定するものとする。 
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別紙３ 業務への対価 

 

１ 対価の考え方 

（１）サービス及び当該サービスへの対価の一体不可分性 

本事業は、募集要項等に定める事業範囲に係るすべてのサービスを事業者の

責任で一体として提供するものであるため、市は、提供されるサービスを一体の

ものとして購入し、その対価（以下「委託料」という。）も一体のものとして支払

う。 

 

（２）事業者の債務及び債権（支払請求権）の一体不可分性 

本事業では、事業者の債務（サービスの提供）が一体不可分であるため、市に

対する債権（支払請求権）も一体不可分のものとみなす。なお、事業者の会計上の

処理については、関係法令に従い処理すること。 

 

（３）委託料の支払方法 

市は、委託料として、維持管理業務費を、毎年度毎に、２による条件で、事

業者の指定する口座に振込により支払うものとする。 

 

２ 支払条件 

事業者は毎年度末に、別紙４（モニタリング及びペナルティの考え方）記載

の、当該年度の年次報告書並びに要求水準確認報告書を市に提出する。 

市は、当該年度の年次報告書並びに要求水準確認報告書を確認の上、別紙４

（モニタリング及びペナルティの考え方）による減額がない場合は次のスケジ

ュールにより支払う。 

 

■ 維持管理業務委託料の金額及び支払スケジュール（円） 

締日 支払日 維持管理費 消費税 税込合計 

令和 13 年３月末 令和 13 年４月末    

令和 14 年３月末 令和 14 年４月末    

令和 15 年３月末 令和 15 年４月末    

令和 16 年３月末 令和 16 年４月末    

令和 17 年３月末 令和 17 年４月末    

令和 18 年３月末 令和 18 年４月末    

令和 19 年３月末 令和 19 年４月末    

令和 20 年３月末 令和 20 年４月末    

令和 21 年３月末 令和 21 年４月末    

令和 22 年３月末 令和 22 年４月末    

令和 23 年３月末 令和 23 年４月末    

令和 24 年３月末 令和 24 年４月末    

令和 25 年３月末 令和 25 年４月末    

令和 26 年３月末 令和 26 年４月末    
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令和 27 年３月末 令和 27 年４月末    

事業期間合計    

※上記委託料の改定は、第 23 条（委託料の変更）及び別紙５（委託料の改定方法）に基づき行

われるものとする。 

※上記委託料とは別に、毎事業年度ごとに金 1,463 千円也（税込）を修繕費として支払う。執行残

額が生じた場合は、事業終了時に市へ返還するものとする。 
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別紙４ モニタリング及びペナルティの考え方 

 

１ モニタリングの基本的考え方 

市は、市が支払う維持管理業務委託料に対して事業者が実施する業務が適切に遂

行されているか確認することを目的として、モニタリングを行う。 

 

（１）維持管理業務に関するモニタリング 

①モニタリングの方法 

市と事業者は、事業者が提供するサービスに対し、以下のモニタリングを実

施する。 

 

■  モニタリングの方法 

種類 市の行う業務 事業者の行う業務 

定
期
モ
ニ
タ
リ
ン
グ 

• 市は、事業者が提出する維持管理業務に係る

月次及び年次報告書並びに要求水準等確認報

告書に基づき、定期モニタリングを行う。 

• 市は、定期モニタリングとして、事業者が作

成し提出した各報告書等の内容を確認すると

ともに、施設を巡回するなどして、予め協議

のうえ定めたモニタリング項目に従って、各

業務の遂行状況を確認・評価する。 

・維持管理業務について

は月 1回及び年 1回の業

務 報 告 書 並 び に 四 半

期に１回の要求水準等

確 認 報 告 書 を 作 成

し、市に提出する。 

・事業者は、市のモニタ

リングに際し、最大限

の協力を行う。 

• 市及び事業者が出席する連絡会を開催し、定期モニタリングの結果報告

を行うとともに、職員等からの苦情等の発生の原因についての検討及び

意見交換等を行う。 

随
時
モ
ニ
タ
リ
ン
グ 

• 市は、維持管理業務期間中、必要と認められ

るとき(職員等からのクレームがあった時や業

務改善勧告を行った場合の確認、緊急時等)

は、随時モニタリングを実施する。 

• 随時モニタリングにおいては、施設巡回、業

務監視、事業者に対する説明要求及び立会い

等を行い、事業者の業務実施状況を確認す

る。 

・事業者は、左記の事項

の 説 明 及 び 確 認 の 実

施 に つ き 市 に 対 し て

最大限の協力を行う。 

 

②要求水準を満たしていない場合の措置 

市は、モニタリングの結果、維持管理業務が、要求水準を満たしていないと

判断した場合は、以下の措置を行う。 

ア 要求水準未達の基準 

要求水準を満たしていない場合とは、次に示す状態と同等の事態をいう。 

・職員、児童、その他関係者に重大な支障が生じるような場合（以下「重大な事

象」という。）。 

・職員、児童、その他関係者が明らかに利便性を欠く場合（以下「重大な事象以

外の事象」という。）。 
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■  事象の例 

①重大な事象 ②重大な事象以外の事象 

・故意に市との連絡を行わない 

・市の指示に従わない 

・個人情報の漏洩 

• 施設の全部又は事業の全部が利用で

きない 

• 維持管理業務の不履行等を起因とし

た職員、生徒の安全性を脅かすよう

な重大な影響を及ぼす事態の発生(設

備の落下など保守管理が不十分なこ

とに起因する事故など) 

• 維持管理業務の故意による放棄(水準

未達状態の長期間に渡る放置等) 

・不衛生状態の放置 等 

・市や関係者への対応の不備 

・報告の不備 

・関係者への連絡不備 

• 施設の一部又は事業の一部が利用で

きない 

・維持管理業務の怠慢 

・維持管理業務計画の不備 等 

 

イ 改善要求及び改善勧告等 

（ｱ）改善要求 

市は、維持管理業務が要求水準を満たしていないと確認された場合には、事

業者に直ちに適切な是正措置を行うよう改善要求する。事業者は、定められた

期限内に速やかに要求水準を満たしていない状態を改善・復旧すること。 

 

（ｲ）改善勧告 

(ｱ)の改善・復旧が速やかになされない場合には、改善勧告を行い事業者に業務

改善計画書の提出を求める。事業者は、定められた期限内に改善策、改善期限

等を記載した業務改善計画書を提出すること。市は、計画書の内容により要求

水準を満たしていない状態を改善・復旧できると判断される場合には、事業者

に対し改善計画に沿った改善を命じる。 

一方、計画が不十分と判断される場合には、業務改善計画書の変更、再提出

を求めることができる。 

 

（ｳ）改善措置の確認 

事業者は、市の承諾を得た業務改善計画書に基づき、直ちに改善措置を実施

し、市へ報告する。 

市は、改善期限到来後も、改善・復旧が確認できない場合は、再度改善要求

を行うことができる。 

 

ウ 維持管理業務委託料の減額 

(ｱ)減額の対象となる事態 

事業者に対して改善要求を行なったにもかかわらず、改善期限内に速やかな

改善・復旧がなされない場合、市は事業者に対して改善勧告を行うと同時に減

額ポイントを計上し、維持管理業務委託料に反映させる。 
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なお、重大な事象については、直ちに減額ポイントを計上するものとする。 

事業者は、必要に応じ減額の対象となった業務について、市に対し説明を行

うことができるほか、減額について異議がある場合には、申立てを行うことが

できるものとする。 

 

(ｲ)減額ポイント 

市は、定期モニタリング、随時モニタリングの結果に基づき、減額ポイント

を計上する。減額ポイントは次のとおりとする。 

減額ポイントは、モニタリング実施計画書において規定する各モニタリング

項目に対して、計上される。 

 

 

 

 

 

 

(ｳ)減額ポイントを加算しない場合 

以下の a又は bに該当する場合には、減額ポイントを加算しない。 

a. やむを得ないと市が認める原因により減額の対象となる事態が生じた場合

で、かつ事前に市に連絡があった場合 

b. 明らかに事業者の責めによらない原因によって減額の対象となる事態が生じ

た場合 

 

(ｴ)減額ポイントの支払い額への反映 

市は、モニタリングが終了し、減額ポイントを付与する場合には、事業者に

減額ポイントを通知する。委託料の支払に際しては、次表に従って減額の対象

となる維持管理業務委託料の２分の１相当額に対し、該当する減額の計算を行う。 

市は、支払期である当該四半期に合計された減額ポイントを、当該期間のモ

ニタリングにのみ用いるものとし、次の期間に持ち越さない。 

ただし、同一の減額対象となる事態が継続して発生した場合には、減額措置

の必要が無くなるまでの間、当該事項に対応した減額ポイントを累計し、維持

管理業務委託料より減額を行う。 

 

期間内減額ポイント合計 ポイント毎の減額割合 

１～４ なし 

５～99 １ポイント×0.5％減額 

100 以上 一律 50％減額 

③業務担当者の変更 

市は、事業者に減額ポイントが付与される状態が同一原因に起因する同一事

事態 減額ポイント 

重大な事象 人命や安全性に関する事柄 

個人情報の漏洩に関する事柄 

100ポイント 

上記以外の事柄 20ポイント 

重大な事象以外の事象 １ポイント 
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象で３回継続し、再度の改善要求にもかかわらず改善期限内に業務の改善・復旧を

実現することができなかった場合、事業者と協議の上、最終の改善要求があった

日から起算して６か月以内に業務担当者を変更させることができる。 

 

④契約の解約等 

業務の事業者等の変更後も減額ポイントが付与される状態が継続した場合、

本市はこの契約を解約することができる。 

また、事業者が上記③の事業者等の変更に応じない場合、その他事業者等の変

更ができなかった場合であって、業務の改善が見られない場合も、市は直ちにこ

の契約を解約することができる。 
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別紙５ 委託料の改定方法 

 

市又は事業者は、維持管理業務の業務期間内で、日本国内における賃金水準又は物

価水準の変動により委託料が不適当となったと認めたときは、相手方に対して委託料の

改定を請求することができる。ただし、翌年度以降に委託料の支払いがある場合に限る。 

委託料については、別紙３（業務への対価）の金額を基に物価変動率を勘案して改

定するものとする。 

改定方法については、毎年７月の「企業向けサービス価格指数（2020 年基準）：物価指標

年報・日銀調査統計局」を用い、前回改定時に用いた指数（初回の改定時に対しては基

本協定締結日の属する月の指数）と比較して 3.0 パーセント以上の差が生じた場合に、表

に定める指標に基づき、次年度分以降全ての委託料の改定を行う。 

各年度の委託料は、次式によって表されるものとする。 

P(t)=Ps(t)×I(t-1)/Is 

＜凡例＞ 

P(t)：t 年度の維持管理業務への対価として支払う委託料 

※t 年度以降の委託料も同様 

Ps(t)：別紙３に定める t 年度の委託料（過去に改定が行われている場合には、前回

改定後の t 年度の委託料） 

I(t-1)：(t-1)年の７月の指数 

Is：前回改定時に用いた指数（初回の改定時に対しては基本協定締結日の属する月の

指数） 

 

ただし、企業向けサービス価格指数の消費税増税に伴う増加分については対象外とす

るとともに、企業向けサービス価格指数が著しく変動した場合は、厚生労働省の毎月勤

労者統計調査の結果等も考慮し、市場価格の実態に合うよう、市及び事業者の協議によ

るものとする。 

 

■ 改定に用いる指標 

該当する業務の内訳 使用する指標 

維持管理業務全般 「企業向けサービス価格指数」－建物サービス（物価指数 

年報・日銀調査統計局） 
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